
米子市防犯機能付電話機等購入補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、米子市防犯機能付電話機等購入補助金（以下「本

補助金」という。）の交付に関し、米子市補助金等交付規則（平成１

７年米子市規則第４６号）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。

⑴ 高齢者等の配慮を要する消費者 本市に居住している者であって、

次のいずれかに該当するものをいう。

ア ６０歳以上の者

イ アに掲げる者のほか、障がいがある者、認知機能の低下が認め

られる者など、消費生活上特に配慮を要すると市長が認めた者

⑵ 防犯機能付電話機 事前予告機能（電話の着信時に通話内容を録

音することを自動で発信者に伝える機能をいう。）、通話録音機能

及びナンバーディスプレイ機能を備えた電話機（子機を備えている

場合は、子機についても同様の機能を有するものに限る。）をいう。

⑶ テレビドアホン 室内から玄関の来訪者を確認することができる

モニター機能及びモニター映像の録画機能を備えたドアホンをいう。

（交付目的）

第３条 本補助金は、高齢者等の配慮を要する消費者が居住する住宅に

設置する防犯機能付電話機又はテレビドアホン（以下「防犯機能付電

話機等」という。）の購入に要する費用について補助することにより、

防犯機能付電話機等の設置を促進し、もって高齢者等の配慮を要する

消費者に対する悪質な電話勧誘等を未然に防ぐとともに、特殊詐欺等

の被害の発生の防止に資することを目的として交付する。

（補助対象者）

第４条 本補助金の交付の対象となる者は、高齢者等の配慮を要する消

費者が属する世帯の世帯員とする。

（補助事業等）

第５条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）

は、高齢者等の配慮を要する消費者が居住する住宅に設置する防犯機

能付電話機等の購入とする。



２ 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、補助事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を

除く。

⑴ 防犯機能付電話機等の設置及び配送に係る経費

⑵ 既に設置されている防犯機能付電話機等の更新又は増設に係る経

費

⑶ 前２号に掲げるもののほか、補助事業の実施に要する経費として

適当でないと市長が認めたもの

３ 本補助金の交付を受けて購入することができる防犯機能付電話機等

の個数は、１世帯につき、防犯機能付電話機及びテレビドアホンそれ

ぞれ１台ずつとする。

（本補助金の額）

第６条 本補助金の額は、補助対象経費の額（仕入控除税額（当該補助

対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税

額として控除することができる部分の金額と、当該金額に地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た

金額との合計額をいう。）を除く。）に相当する額とする。ただし、

防犯機能付電話機又はテレビドアホン１台の購入につきそれぞれ１万

円を上限とする。

（交付申請）

第７条 本補助金の交付を受けようとする者は、補助事業に着手する前

に、米子市防犯機能付電話機等購入補助金交付申請書（別記様式第１

号）を市長に提出しなければならない。この場合において、本補助金

の交付を受けようとする者は、市の窓口において自らの運転免許証そ

の他の身分証明書を提示し、又は当該証明書の写しを提出することに

より、市長の確認を受けるものとする。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 購入を予定する防犯機能付電話機等の機能が記載されているカタ

ログ等の写し

⑵ 世帯員のうちに第２条第１号ア又はイに該当する者があることを

確認することができる書類（その者に係る介護保険の被保険者証、

療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は診断書の写し、消費

生活上特に配慮を要することに関する申立書等）

⑶ 賃貸住宅、共同住宅等にテレビドアホンを設置しようとする場合



には、その設置について当該住宅の所有者、管理者等の承諾を得て

いることを確認することができる書類

（交付決定及び通知）

第８条 市長は、前条の規定による本補助金の交付の申請（以下「交付

申請」という。）があったときは、速やかに、その内容を審査するも

のとする。

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、当該交付申請の内容が適当

であると認めるときは、当該交付申請をした者に対し、本補助金の交

付の決定（以下「交付決定」という。）をするものとする。

３ 市長は、交付決定をしたときは、当該交付決定に係る本補助金の交

付申請をした者に対し、米子市防犯機能付電話機等購入補助金交付決

定通知書（別記様式第２号）により、その旨を通知するものとする。

（承認を要しない変更）

第９条 本補助金の交付申請に係る米子市補助金等交付規則第１１条第

１項の市長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

⑴ 本補助金の増額を伴う変更

⑵ 前号に掲げるもののほか、補助事業の内容に重大な影響を及ぼす

変更

（完了の期限）

第１０条 交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、当

該交付決定があった日から起算して６０日を経過する日又は当該交付

決定があった日の属する年度の２月１５日のいずれか早い日までに、

当該交付決定に係る補助事業を完了しなければならない。

（実績報告）

第１１条 交付決定者は、当該交付決定に係る補助事業を完了したとき

は、当該補助事業の完了の日から３０日を経過する日又は当該交付決

定があった日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに、米子

市防犯機能付電話機等購入補助金実績報告書（別記様式第３号）に防

犯機能付電話機等の購入に係る領収書の写しを添えて、これらを市長

に提出しなければならない。

（補助金の額の確定）

第１２条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に

より提出された書類により、速やかに、当該報告に係る補助事業の成

果が本補助金の交付の目的及び交付決定の内容等に適合するものであ



るかどうかを審査し、適合すると認めたときは、当該交付決定者に交

付すべき本補助金の額を確定するものとする。

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、交付決定の額を変更する必

要があると認めるときは、当該交付決定の額を変更して本補助金の額

を確定するものとする。この場合においては、当該交付決定者に対し、

米子市防犯機能付電話機等購入補助金確定通知書（別記様式第４号）

により通知するものとする。

（本補助金の支払及び請求）

第１３条 本補助金は、交付決定者が補助事業を完了した後に支払うも

のとする。

２ 交付決定者は、本補助金の支払の請求をしようとするときは、米子

市防犯機能付電話機等購入補助金支払請求書（別記様式第５号）を市

長に提出しなければならない。

（支払方法）

第１４条 本補助金の支払は、交付決定者が指定する金融機関を通じ、

その口座に振り込む方法により行うものとする。

（交付決定の取消し）

第１５条 市長は、交付決定者が第１０条に定める期限までに当該交付

決定に係る補助事業を完了しないときは、当該交付決定を取り消すも

のとする。

（譲渡等の禁止）

第１６条 本補助金の交付を受けた者は、本補助金の交付を受けて防犯

機能付電話機等を購入した日の翌日から起算して５年を経過する日ま

での間、市長の承認を受けないで、当該防犯機能付電話機等を本補助

金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担

保に供してはならない。

（調査への協力）

第１７条 本補助金の交付を受けた者は、本補助金の交付を受けて購入

した防犯機能付電話機等の使用の状況等について市長が調査を行う場

合には、これに協力しなければならない。

（規定外事項）

第１８条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な

事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、令和５年１０月２日から施行する。



附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。


